
 

 

■出雲市子ども・子育て支援事業計画の施策体系 

  

※基本的に「いきいきこどもプラン」を引き継ぐが、基本指針も考慮して設定 

出雲市子ども・子育て支援事業計画  いきいきこどもプラン 

[基本目標・基本施策（案）] 

 

サブ理念１ 子どもと親の成長・発達を支える環境づくり 

 

基本目標Ⅰ 子育て力・教育力のアップ 

基本施策１．育児・教育相談体制の整備 

基本施策２．家庭や地域の教育力の向上 

基本施策３．次代の親の育成 

 

基本目標Ⅱ 子どもと親の心と身体の健康増進 

基本施策１．安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

基本施策２．育児不安の軽減 

基本施策３．健やかな発育・発達と基本的な生活習慣の 

確立支援 

基本施策４．思春期保健 

 

基本目標Ⅲ 子育ちを支える保育・教育の推進 

基本施策１．発達段階に応じた保育内容・幼児教育の充実 

 基本施策２．発達に係る支援が必要な子どもの支援  

基本施策３．子どもの健康・体力づくり 

基本施策４．子どもの生きる力の育成 

基本施策５．保育・教育環境の整備 

 

サブ理念２ 子育て家庭を応援する環境づくり 

 

基本目標Ⅳ 仕事と子育ての両立支援 

基本施策１．子育てに関する多様な支援の充実 

基本施策２．ワーク・ライフ・バランスの実現のための働

き方の見直し 

基本施策３．男女共同参画社会の推進 

 

基本目標Ⅴ 子育てを応援する地域づくり 

基本施策１．地域における子育て支援 

基本施策２．子育て支援のネットワークづくり 

基本施策３．児童虐待防止対策の充実 

基本施策４．子どもの健全育成 

基本施策５．ひとり親家庭等の自立支援の推進 

 

 

他の計画で対応 ← 

他の計画で対応 ← 

Ⅳの基本施策１へ ← 

 [基本目標・基本施策] 

 

サブ理念１ 子どもと親の成長・発達を支える環境づくり 

 

基本目標Ⅰ 子育て力・教育力のアップ 

基本施策１．育児・教育相談体制の整備 

基本施策２．家庭や地域の教育力の向上 

基本施策３．次代の親の育成 

 

基本目標Ⅱ 子どもと親の心と身体の健康増進 

基本施策１．安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

基本施策２．育児不安の軽減と虐待予防 

基本施策３．健やかな発育・発達と基本的な生活習慣の 

確立支援 

基本施策４．思春期保健 

 

基本目標Ⅲ 子育ちを支える保育・教育の推進 

基本施策１．発達段階に応じた保育内容・幼児教育の充実 

 基本施策２．障がい児の自立支援   

基本施策３．子どもの健康・体力づくり 

基本施策４．子どもの生きる力の育成 

基本施策５．保育・教育環境の整備 

 

サブ理念２ 子育て家庭を応援する環境づくり 

 

基本目標Ⅳ 仕事と子育ての両立支援 

基本施策１．保育サービス等の充実 

基本施策２．ワーク・ライフ・バランスの実現のための働

き方の見直し 

基本施策３．男女共同参画社会の推進 

 

基本目標Ⅴ 子育てを応援する地域づくり 

基本施策１．地域における子育て支援 

基本施策２．子育て支援のネットワークづくり 

基本施策３．児童虐待防止対策の充実 

基本施策４．子どもの健全育成 

基本施策５．ひとり親家庭等の自立支援の推進 

 

基本目標Ⅵ 子育てを支援する生活環境の整備 

基本施策１．良好な居住環境の整備 

基本施策２．安全・安心のまちづくり 

基本施策３．子育ての経済的支援 

資料３－１ 



 

 

 

 

■出雲市子ども・子育て支援事業計画の施策内容 

 

 

 いきいきこどもプランを踏まえ、基本施策ごとに取り組み内容・事業を記載します。 

 記載する取り組み内容・事業は、就学前児童に係る子ども・子育て支援施策を基本とします

が、必要に応じて就学後児童に係る施策も記載します。 

 可能なかぎり評価指標を設定します。 

 教育・保育施設・事業、地域子ども・子育て支援事業（法定 13事業）についても、この項

目において、目標（31 年度の確保内容）及び施設・事業ごとの見込みの算定の考え方を記

載します。（5か年事業計画については、次章で記載） 

 事業計画の任意記載事項についても記載します。 

 

取組・事業により各部会で検討 

 

 

  



■子ども・子育て支援事業計画　施策内容（案）

２．障がい児の自立支援

【対　応】 ＜具体的取り組み＞

　一人ひとりの子どもの成長に応じた早い時期からの発達支援を行う
とともに、保護者に対する相談や情報提供等、地域の実態や保護者か
らの要望に応じた取り組みの充実を図ります。

＜具体的取り組み＞
①障がい児保育事業
②幼児通級指導教室運営事業

現状・課題

目指す姿
②地域におけ
る自立支援

　障がいのある子どもが、障がいの状態や発達段階に応じて一人ひと
りの可能性を最大限に伸ばし、地域で自立した生活ができるよう、教育
環境の整備に努めます。各種の保健福祉サービスが適切に利用でき
るよう関係機関との連携による支援の充実に努めます。また、障がい
のある子どもが地域社会の様々な場に参加し、地域社会とともに育つ
支援を推進します。

＜具体的取り組み＞
①自立支援法に基づく障がい福祉サービス
②福祉医療
③特別児童扶養手当
④障がい児福祉手当
⑤幼稚園ヘルパー事業
⑥幼児教育指導員の配置
⑦スクールヘルパー事業
⑧情緒障がい児等発達支援

２．発達に係る支援が必要な子どもの支援

Ⅲ　子育ちを支える保育・教育の推進

（子ども・子育て支援事業計画）

Ⅲ　子育ちを支える保育・教育の推進

（　いきいきこどもプラン　）

子
ど
も
と
親
の
成
長
・
発
達
を
支
え
る
環
境
づ
く
り

子
ど
も
と
親
の
成
長
・
発
達
を
支
え
る
環
境
づ
く
り

①早期療育と
相談の充実

◇発達支援が必要な子どもに係る施策

◇障がい福祉サービスを利用する子どもに係る施策


